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記
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台
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学
都
仙
台
奨
学
金
条
例 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
経
済
的
理
由
に
よ
り
高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）、
大
学
（
大
学
院
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
（
一
般
課
程
を
除

く
。）（
以
下
こ
れ
ら
を
「
高
等
学
校
等
」
と
い
う
。）
に
お
け
る
修
学
が
困
難
な
人
に
対
し
、
必
要
な
学
資
（
以
下
「
奨

学
金
」
と
い
う
。）
を
支
給
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
人
の
修
学
を
容
易
に
し
、
も
っ
て
教
育
の
機
会
均
等
に
資
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。 

（
奨
学
生
の
資
格
） 

第
二
条 

奨
学
金
の
支
給
の
対
象
と
な
る
人
（
以
下
「
奨
学
生
」
と
い
う
。）
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
人

と
す
る
。
た
だ
し
、
市
長
が
特
に
必
要
と
認
め
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

高
等
学
校
等
に
在
学
し
て
い
る
こ
と 

二 

本
人
又
は
そ
の
保
護
者
（
本
人
が
未
成
年
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
親
権
を
行
う
人
又
は
未
成
年
後
見
人
を
い
い
、

本
人
が
成
年
の
場
合
に
あ
っ
て
は
父
母
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
人
を
い
う
。）
が
市
内
に
住
所
を
有
し
て
い
る
こ
と 

三 

経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
が
困
難
で
あ
る
こ
と 

（
奨
学
金
の
支
給
額
） 

第

三条 

奨

学

金

の

支

給

額
は
、

次

の

表

に

定

め

る

金

額
と
す
る
。 

 

（
奨
学
金
の
申
請
） 

第
四
条 

奨
学
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
人
は
、
市
長
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
奨
学
生
の
決
定
） 

第
五
条 

市
長
は
、
第
十
条
の
奨
学
生
選
考
委
員
会
の
推
薦
に
基
づ
き
、
奨
学
生
を
決
定
し
、
毎
年
度
予
算
の
範
囲
内
に

お
い
て
奨
学
金
の
支
給
を
行
う
。 

（
奨
学
金
の
支
給
期
間
等
） 

第
六
条 

奨
学
金
の
支
給
期
間
は
、
支
給
を
開
始
し
た
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
ま
で
と
し
、
同
日
後
な
お
引
き
続
い
て

支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
奨
学
生
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
市
長
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
届
出
の
義
務
） 

第
七
条 

奨
学
生
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

休
学
し
、
復
学
し
、
転
学
し
、
又
は
退
学
し
た
と
き 

 

二 

本
人
又
は
そ
の
保
護
者
の
住
所
そ
の
他
の
重
要
な
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き 

大
学
に
在
学
し
て
い
る
人 

高
等
専
門
学
校
（
第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
（
専
攻

科
を
含
む
。）
に
限
る
。）
に
在
学
し
て
い
る
人 

専
修
学
校
の
専
門
課
程
に
在
学
し
て
い
る
人 

高
等
学
校
に
在
学
し
て
い
る
人 

高
等
専
門
学
校
（
第
一
学
年
か
ら
第
三
学
年
ま
で
に

限
る
。）
に
在
学
し
て
い
る
人 

専
修
学
校
の
高
等
課
程
に
在
学
し
て
い
る
人 

私
立 

国
立
又
は
公

立 私
立 

国
立
又
は
公

立 

月
額 

 
 
 
 

二
〇
、
〇
〇
〇
円 

月
額 
 
 
 
 

一
〇
、
〇
〇
〇
円 

月
額 

 
 
 
 
 

八
、
〇
〇
〇
円 

月
額 

 
 
 
 
 

五
、
〇
〇
〇
円 



（
奨
学
金
の
停
止
及
び
減
額
） 

第
八
条 
市
長
は
、
奨
学
生
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
奨
学
金
の
支
給
を
停
止
し
、
又
は
奨
学
金

を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

休
学
し
、
又
は
退
学
し
た
と
き 

 

二 

傷
病
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
成
業
の
見
込
み
が
な
い
と
認
め
ら
れ
た
と
き 

 

三 

奨
学
金
の
支
給
を
必
要
と
し
な
い
事
由
が
生
じ
た
と
き 

 

四 

正
当
な
事
由
が
な
く
履
修
学
科
を
変
更
し
、
又
は
転
学
し
た
と
き 

 

五 

そ
の
他
市
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き 

（
奨
学
金
の
返
還
） 

第
九
条 

奨
学
金
は
返
還
を
要
し
な
い
。
た
だ
し
、
奨
学
生
が
こ
の
条
例
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。 

 

（
奨
学
生
選
考
委
員
会
） 

第
十
条 

奨
学
生
の
選
考
に
関
し
審
議
す
る
た
め
、
奨
学
生
選
考
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。）
を
置
く
。 

２ 

委
員
会
は
、
委
員
十
人
以
内
を
も
っ
て
組
織
し
、
委
員
は
、
教
育
関
係
者
、
市
民
又
は
学
識
経
験
を
有
す
る
人
の
う 

 

ち
か
ら
、
市
長
が
委
嘱
す
る
。 

３ 

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。 

４ 

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。 

 

（
他
の
奨
学
金
制
度
と
の
併
給
） 

第
十
一
条 

他
の
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
団
体
か
ら
奨
学
金
の
支
給
又
は
貸
付
け
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
条
例
に

よ
る
奨
学
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。 

（
委
任
） 

第
十
二
条 

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
市
長
が
定
め
る
。 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

理 

由 

 

経
済
的
な
理
由
に
よ
り
修
学
が
困
難
な
人
に
対
し
、
必
要
な
学
資
を
支
給
す
る
こ
と
に
よ
り
、
修
学
を
容
易
に
し
、
教 

育
の
機
会
均
等
に
資
す
る
た
め
、
新
た
に
条
例
を
制
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で 

あ
る
。 

 

 


